
建築物に係る解体工事
の場合

建築物に係る新築工事等
（新築・増築・修繕・模様替）

の場合

建築物以外のものに係る
解体工事又は新築工事等
（土木工事等）の場合

・届出書
・分別解体等計画書（別表１）
・設計図又は写真
 （建築物全体がよくわかるもの）
・付近⾒取り図
・工程表
・委任状
 （本⼈が届出の際は不要）

・届出書
・分別解体等計画書（別表２）
・設計図
 
・付近⾒取り図
・工程表
・委任状
 （本⼈が届出の際は不要）

・届出書
・分別解体等計画書（別表３）
・設計図
 
・付近⾒取り図
・工程表
・委任状
 （本⼈が届出の際は不要）

届出に必要な書類


